
様式第２号の１（第７条関係）                           

 

屋外広告物等事前協議書（新規） 
 

〇〇年〇〇月〇〇日 

 （あて先）茨木市長 

〒〇〇〇-〇〇〇〇 

 協議者 住所 〇〇市〇〇町1-1-1        

氏名 〇〇株式会社 

代表取締役 〇〇〇〇 
法人その他の団体にあっては、 

所在地、名称及び代表者の氏名  
電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 

茨木市屋外広告物条例第11条第１項の規定により、次のとおり屋外広告物等の表示（設置）の協議

を申し出ます。 

① 種類 
自家用 

□非自家用 

屋上広告物 壁面広告物 □突出広告物 地上広告物 

□工作物利用広告物 □その他（             ） 

② 数量（総数） ７ ③ 総面積 65.00㎡ 

④ 表示内容等 茨木レストラン ほか 
照明の有無： 有 ・ 無 

音響の有無： 有 ・ 無 

⑤ 表示（設置）

場所 
茨木市〇〇町2-2-2 ⑥ 用途地域 準工業地域 

⑦ 許可区域 第２種許可区域 ⑧ 景観形成地区 沿道景観形成地区 

⑨ 表示（設置）場所から100ｍ以内の非自家用広

告物等禁止路線の有無及びその路線名（非自家

用広告物等を表示（設置）する場合のみ） 

有 ・ 無 

（路線名：                ） 

⑩ 表示（設置）

期間 

〇〇年〇〇月〇〇日から 

〇〇年〇〇月〇〇日まで 

⑪ 工事の完了 

予定年月日 
 〇〇年〇〇月〇〇日 

⑫ 広告物等の

所有者 

住所〒〇〇〇-〇〇〇〇 

〇〇市〇〇区〇〇3-3-3 

氏名 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇 電話番号〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 

⑬ 広告物等の

占有者 

住所〒〇〇〇-〇〇〇〇 

〇〇市〇〇4-4-4 

氏名 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 電話番号〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 

⑭ 広告物等の

管理者 

住所〒〇〇〇-〇〇〇〇 

〇〇県〇〇市〇〇町5-5-5 

氏名 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 電話番号〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 

⑮ ⑭に記載の管理者

が大阪府の区域内

に住所を有しない

場合、その委任を

受けて直接に管理

を行う者 

住所〒 

大阪府 

氏名                   電話番号 

  

市処理欄 

（記載不要） 
 

受付印欄 

（記載不要） 

受付第    号 

  

・自家用広告物で、総面積が７㎡以下の場合は
適用除外として事前協議・申請不要 
・⑥用途地域、⑦許可区域、⑧景観形成地区、
⑨非自家用広告物禁止路線等は市 HP地図情報サ
イト内「都市計画情報」で確認 

自家用広告物の場合は記入不要 

許可され次第掲出す
る場合は、「許可日
から２年間」と記載
する 

協議者が⑫⑬⑭所有者等を兼
ねる場合は「協議者と同じ」
と記入 

⑭の管理者の住所が大阪府内の場合は記入不要 



⑯ 工事施行者 

（屋外広告業者） 

住所〒〇〇〇-〇〇〇〇 大阪府〇 

氏名 〇〇株式会社 

代表取締役 〇〇〇〇 

電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 

〇市〇〇6-6-6 

屋外広告業の登録番号：第（〇）〇〇〇〇号 

登録（更新）年月日：〇〇年〇〇月〇〇日 

⑰ 備考  

 

広告物等の内訳（別添可） 

NO. 
広告物等の 

種類・表示内容 

 

高さ 

※１ 

(ｍ) 

表示

面の

縦幅 

(ｍ) 

表示

面の

横幅 

(ｍ) 

面数 

表示

面の

面積 

(㎡) 

協議対象

広告物等 

総面積 

※２ 

(㎡) 

 

Ａ 

手数料 

単価 

(円) 

 

Ｂ 

数量 

 

 

Ａ×Ｂ 

手数料 

小計 

（円） 

壁面・工作物利用・車両利用広告物のみ※７ 

 

壁面等 

番号 

※３ 

協議対象外 

広告物等 

面積※４ 

（㎡） 

 広告物等 

総面積 

※５ 

（㎡） 

壁面等 

面積 

※６ 

（㎡） 

1 

自家用 □非自家用 

屋上広告物 

茨木ビル・IKビル 

 

10 

 

 

1.5 

1.5 

 

 

5 

4 

 

 

2 

2 

 

 

15 

12 

 

 

27 

 

 

6,000 

 

 

1 

 

 

6,000 

 

 

    

2 

自家用 □非自家用 

壁面広告物 

茨木レストラン 

 

8 2 5 1 10 10 2,000 2 4,000 
① 

② 

5 

0 

18 

13 

100 

70 

3 

自家用 □非自家用 

壁面広告物 

ランチセット 

 

5 3 1 1 3 3 1,000 2 2,000 
① 

② 

 

 

 

4 

自家用 □非自家用 

地上広告物 

茨木レストラン 

ハンバーグ 

7 
2 

3 

4 

1 

2 

2 

16 

6 
22 5,000 1 5,000 

 

   

5 

自家用 □非自家用 

工作物利用広告物 

アイドリングストップ 

※管理用広告物 

2 1 3 1 3 - 0 1 0     

 手数料 

合計 

（円） 

17,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地上から当該広告物等の最上端（照明等

の附属物を含む。）までの高さを記入 

この協議のために付番する面ごとの番号で、

例では東側壁面を①北側壁面を②としている 

建物内の他

のテナント

等が掲出し

ている広告

物の合計面

積を記入 

例では北側

壁面にのみ

5 ㎡の他の

協議者の広

告物がある 

壁面全体で

基準内か判

定する。他

のテナント

等の広告物

と今回の協

議広告物の

合計面積を

記入 

施設の管理上の必要のために掲出する広告

物（例ではフェンスに取り付けられた注意書き）

は、合計表示面積が 7 ㎡以下（例では 3 ㎡）

で、適用除外となり許可・手数料不要 

同一の壁面番号につい

て、すでに別の行で記載
している場合は記載不要 

設置する壁

面又は工作

物の面の面

積に対する

広告物総面

積の割合が

次の数値を

超える掲出

はできない 

第 1、２種：

1/5、 

第３種：1/3 

例では①は

70÷5=14 ㎡

まで、②は

100 ÷ 5=20

㎡まで掲出

できる 

東面・西面で同じ面積、南面・北面で同じ面積の４面ある屋上広告物を想定。１基のすべての面の合計面積を記入 

壁面番号① 

東 

北 


